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   Ｈ０１Ｌ  27/146    (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/369    (2011.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/374    (2011.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/347    (2011.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/357    (2011.01)
【ＦＩ】
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   Ｈ０４Ｎ   5/335   ６９０　
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【手続補正書】
【提出日】平成26年11月25日(2014.11.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　従って、画素共有構造を採用しない場合には、２つの画素で８個のトランジスタ（１画
素あたり４個のトランジスタ）を有するのに対し、２画素共有構造では、２つの画素で５
個のトランジスタを有することになる。つまり、２画素共有構造では、１画素あたり２．
５個のトランジスタを備えるだけでよく、トランジスタが占有する面積を削減することが
できるのに応じて、ＰＤの面積を拡大することができる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　しかしながら、特許文献２で開示されている固体撮像素子では、増幅トランジスタのサ
イズを拡大することで１／ｆノイズを低減することには有効であるが、フレームレートの
高速化に対応することが困難であると想定される。即ち、画素から信号を読み出す信号線
に直交する横方向に配置されている画素を共有する画素共有構造では、画素を共有する複
数列から信号の読み出しが終わるまで、後段の信号処理を行うことができないため、画素
信号を読み出す速度が制限される。従って、横方向に画素を共有する画素共有構造では、
高フレームレートを実現することが困難とされている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６９
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６９】
　つまり、画素共有単位２４－１では、配線４５－１を介して、画素２１ａ－１が青色の
光を受光して発生した電荷が転送されるＦＤ３３ａ－１と、画素２１ｃ－１が青色の光を
受光して発生した電荷が転送されるＦＤ３３ｂ－１とが接続されている。同様に、画素共
有単位２４－１では、配線４５－１を介して、画素２１ｂ－１が緑色の光を受光して発生
した電荷が転送されるＦＤ３３ａ－１と、画素２１ｄ－１が緑色の光を受光して発生した
電荷が転送されるＦＤ３３ｂ－１とが接続されている。
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